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第１章 

 

計画改定の基本的な考え方 

 



 
 

 
 
 

 
 
区は、仕事や育児・介護、地域生活の様々な場面で、男女が対等な立場で参画し、そ

の個性と能力を発揮することが出来る男女共同参画社会を築くため、中野区男女共同参

画基本計画（以下「基本計画」という。）に基づき取組を進めてきました。 
前回の基本計画策定から５年が経過したことによる社会情勢の変化や、直近の国等の

動向を踏まえたうえで、より効果的な施策を実施するために、基本計画（第４次）を策

定します。 
 
 

 
 
区は、男女がともにいきいきと平等に暮らし、参画してつくる男女共同参画社会を目

指し、平成１２年（２０００年）に、区として最初の男女共同参画基本計画と、この計

画を推進するための行動プランを策定しました。 
その後、平成１４年（２００２年）に中野区男女平等基本条例を制定するとともに、

平成１９年（２００７年）に基本計画（第２次）を、平成２４年（２０１２年）１２月

には、計画期間を平成３３年度（２０２１年度）までの１０年間とする基本計画２０１

２を新たに策定しました。 
この基本計画は、①家庭、職場、地域などにおいて、男女間の不平等や固定的な性別

役割分担意識を解消していく、②人権を尊重し、暴力を許さないという意識を高めてい

くとともに、暴力被害への支援体制を強化する、③仕事と家庭、地域生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）を図っていく、という３つの項目を課題として設定し、課題解

決に向けた施策や主な取組を示したものです。 
平成２５年（２０１３年）４月には、男女共同参画センターの一層の機能充実を図る

ため、センターを区役所庁舎内に移転しました。男女共同参画社会の実現に向けた情報

の収集・発信、各種講座類の開催等の普及・啓発事業は、センターが関係分野・機関と

連携を強化して実施しています。女性に関する相談事業は、区民法律相談事業、婦人相

談事業と整理統合を行いました。 
 
 
 
 
 
 

１ 計画の背景 

（１）策定の目的 

（２）区の取組 
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 平成１１年（１９９９年）６月の「男女共同参画社会基本法」の施行以来、国におい

ては「男女共同参画基本計画」が策定され、２度の改定を経て、平成２７年（２０１５

年）に「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。「第４次男女共同参画基本

計画」では、国の経済成長戦略の重要な柱として女性活躍推進に取り組んでいることも

踏まえ、Ⅰあらゆる分野における女性の活躍、Ⅱ安全・安心な暮らしの実現、Ⅲ男女共

同参画社会の実現に向けた基盤の整備、Ⅳ推進体制の整備・強化、といった４つの政策

領域を定め、ⅠからⅢの下に重点的に取り組む１２の個別分野を設けています。第３次

男女共同参画基本計画においては見られなかった、男性中心型労働慣行等の変革といっ

た、男性の働き方・暮らし方の見直しについて強調しています。また、困難な状況に置

かれている女性への支援や、東日本大震災等の経験を踏まえた防災・復興における男女

共同参画の視点の重要性についても取組が進められています。 
 
■女性活躍推進の取組 
 少子高齢化による労働力人口減少が進む中、平成２５年度（２０１３年度）には「女

性の活躍」が成長戦略の柱と位置付けられ、これまで十分に活かすことができていない

潜在的な労働力として女性を捉え、経済成長を目指そうとする政策動向もあり、女性活

躍の推進に向けて取組が進められ、その後、平成２７年（２０１５年）８月には「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が制

定されました。この法律の規定では国や地方公共団体、従業員３０１人以上の企業に対

して、女性の活躍に関する状況の把握や課題の分析、情報の公表、事業主行動計画の策

定等を義務付けています。従業員が３００人以下の企業では努力義務となっています。

また、地方公共団体においては、特定事業主行動計画を策定、公表するとともに、推進

計画を策定するものとしています。 
 
■働き方改革の取組 
 平成２８年（２０１６年）には、少子高齢化等の構造的な問題に真正面から挑むため

に目指すべき「一億総活躍社会」の実現に向けた最大のチャレンジとして、「働き方改

革実現会議」が設置され、平成２９年（２０１７年）３月には「働き方改革実行計画」

が決定されました。非正規雇用の処遇改善や長時間労働の是正、柔軟な働き方がしやす

い環境整備、子育て・介護等と仕事の両立等の現状に対しての対応策が盛り込まれ、ス

ピードと実行が重要で、長期的かつ継続的な取組が不可欠であるとされています。 
 
■女性に対する暴力防止の取組 
 平成１３年（２００１年）に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）によって、配偶者からの暴力が犯罪と

なる行為であることが明確に規定され、被害者を保護する仕組みが確保されました。そ

の後、平成１６年（２００４年）、平成１９年（２００７年）の改正を経て、平成２５

（３）国の動き 
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年（２０１３年）には法律婚または事実婚の配偶者（婚姻関係を解消した場合の元配偶

者も含む。）だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に

ついても、法の適用対象とする法改正が行われ、平成２６年（２０１４年）１月に施行

されています。 
 また、平成１２年（２０００年）に制定された「ストーカー行為等の規制等に関する

法律」は、平成２５年（２０１３年）の改正で被害者から拒まれたにもかかわらず、連

続して電子メールを送信する行為が新たな規制対象となり、その後、平成２８年（２０

１６年）の改正において、ＳＮＳを用いたメッセージ送信等のインターネット上の付き

まといが新たに規制対象となったほか、禁止命令等手続きの見直しや罰則の強化、非親

告罪化などが盛り込まれました。 
 
 
 
 

東京都では、平成１２年（２０００年）に全国に先駆けて「東京都男女平等参画基本

条例」を施行し、条例を踏まえて平成１４年（２００２年）に「男女平等参画のための

東京都行動計画『チャンス＆サポート東京プラン２００２』」を策定しました。その後、

平成１９年（２００７年）、平成２４年（２０１２年）と改定を経ています。 
平成１８年（２００６年）には「東京都配偶者暴力対策基本計画」が策定され、その

後、平成２１年（２００９年）、平成２４年（２０１２年）と２度の改定を経て、平成

２９年（２０１７年）３月には、配偶者等暴力対策に合わせ、性暴力、ストーカー行為

やセクシュアルハラスメント等の男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策を合わ

せた施策を積極的に展開するものとして、改定しています。 
また、同年３月に「男女平等参画のための東京都行動計画」の改定にあたり、女性の

活躍推進の視点を追加・充実させた「東京都女性活躍推進計画」が新たに策定され、「東

京都配偶者暴力対策基本計画」と合わせて「東京都男女平等参画推進総合計画」として、

東京都男女平等参画基本条例に基づく行動計画に位置付けられています。 

（４）東京都の動き 
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この計画は、平成１２年（２０００年）に策定し、平成１９年（２００７年）、平成

２４年（２０１２年）に改定した「中野区男女共同参画基本計画」を継承したものであ

り、男女共同参画社会の実現を目指すために、区の基本的考え方と将来像実現のための

施策等を明らかにするものです。

■「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」

であるとともに、「中野区男女平等基本条例」第７条に定める基本的な計画です。

■「女性活躍推進法」第６条第２項に定める「市町村推進計画」に該当し、将来像１

施策の方向性②及び③を「中野区女性活躍推進計画」として位置付けます。

■「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」に該当し、将来像３

施策の方向性①を「中野区配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画」として位置付けます。

■「中野区基本構想」及び「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」に基づく

男女共同参画の推進に係る個別計画であり、関連する分野別計画との整合性を図り改

定するものです。

この計画の期間は、平成３０年度（２０１８年度）から平成３９年度（２０２７年度）

までの１０年間とします。本計画策定後５年を目途に、社会情勢の変化や計画の進捗状

況等を鑑み、見直しを行います。

２ 計画の性格・位置付け 

（１）計画の性格 

（２）計画の位置付け 

３ 計画の期間 
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男女共同参画社会の実現に向けて、各施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、庁

内関係部署と総合調整を図り進めていきます。 
 計画で示した施策の方向性や取組を着実に推進していくためには、定期的に実施状況

の把握・点検を行い、その結果を事業の実施や見直しに反映させていくことが必要です。

区は、施策の方向性ごとに指標を設け、計画期間中の取組状況を測ります。 
 
また、男女平等社会の実現に向けた取組を進めていくために、区民及び事業者が、男

女平等社会の形成に影響を及ぼすことや男女平等社会の形成の促進に関することにつ

いて、苦情等を申出することができる「男女平等に関する苦情の申出制度」を設けてい

ます。 
申出に対し、必要に応じて調査等を行い、状況の改善に向けて取り組むことを規定し

ており、専門的な視点からの判断が必要な場合や、区の施策に対する苦情が寄せられる

など、中立的判断を求められた場合に、審議し助言を行う「中野区男女平等専門委員会」

を設置しています。 
 

４ 計画の推進 
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上記の基本理念を踏まえ、３つの目指すべき将来像を掲げます。そして、それら目指

すべき将来像を実現するための手段としての施策の方向性からなる体系で構成します。 

【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

 性別に関わりなく、誰もが家庭や職場等において自らの意思で個性や能力を発揮する

ことで、自分らしいライフスタイルを選択し暮らしている。

【地域社会のあり方】 ～男女がともに参画する地域社会～

男女共同参画に関する理解が進んだ「全員参加型社会」において、誰もが地域社会の

あらゆる分野に参画し暮らしている。

【安全・安心な暮らし】 ～人権が守られる安全・安心な暮らし～

誰もが互いの人権を尊重し、あらゆる暴力や差別を受けることなく、心身ともに健康

で安全・安心に暮らしている。

５ 基本理念と３つの将来像 

基本理念 

将来像 １ 

将来像 ３ 

「誰もが自分らしい暮らし方や働き方を選択し、様々な分野に参画し活躍して、 
健康で安全・安心に生活することができる社会」の実現

将来像 ２ 
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６ 体系図 

基本理念 将来像 施策の方向性

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の普及・啓発と働き方改革

職場における女性活躍推進

あらゆる分野における女性のライフスタイル
選択支援

地域社会や学校等における男女平等の推進

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

配偶者等からの暴力（ＤＶ）、デートＤＶの
根絶

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

「

誰
も
が
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
方
や
働
き
方
を
選
択
し
、

様
々
な
分
野
に
参
画
し
活
躍
し
て
、

健
康
で
安
全
・
安
心
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
」

の
実
現

【仕事と生活】
～自分らしい生き方と働き方
～

性別に関わりなく、誰もが家庭
や職場等において自らの意思で
個性や能力を発揮することで、
自分らしいライフスタイルを選
択し暮らしている。

【地域社会のあり方】
～男女がともに参画する地域
社会～

男女共同参画に関する理解が進
んだ「全員参加型社会」におい
て、誰もが地域社会のあらゆる
分野に参画し暮らしている。

【安全・安心な暮らし】
～人権が守られる安全・安心
な暮らし～

誰もが互いの人権を尊重し、あ
らゆる暴力や差別を受けること
なく、心身ともに健康で安全・
安心に暮らしている。

中野区女性活躍推進計画

中野区女性活躍推進計画

中野区DV防止基本計画
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【事業１】中野区イクボス宣言
【事業２】ワーク・ライフ・バランス、働き方改革

関連事業
【事業３】中野区ファミリー・サポート事業
【事業４】子どもショートステイ
【事業５】トワイライトステイ
【事業６】家族介護教室

【事業７】介護予防講演会

【事業８】女性の就労・再就職支援事業
【事業９】事業所における一般事業主行動計画策定の推進
【事業１０】区の管理職員における女性比率向上に向けた
　　　　　　啓発・育成等
【事業１１】学童クラブ運営
【事業１２】民間学童クラブ整備事業
【事業１３】民間学童クラブ運営補助

【事業１４】認可保育施設の新規誘致
【事業１５】保育士等人材確保事業
【再掲３】中野区ファミリー・サポート事業
【再掲４】子どもショートステイ
【再掲５】トワイライトステイ
【事業１６】介護基盤整備
【事業１７】介護人材の確保・育成支援

【事業１８】審議会等における女性参画促進
【事業１９】区民と区長の対話集会
【事業２０】起業セミナー
【事業２１】経営・創業相談・診断
【事業２２】どこでも出張相談
【事業２３】公益活動団体への助成

【事業２４】町会連合会女性部への講師派遣
【事業２５】一時保育者登録制度

【事業２６】区民活動センター運営
【事業２７】地域活動コーディネーター養成講座の開催
【事業２８】なかの生涯学習大学
【事業２９】ハイティーン会議
【事業３０】学校支援ボランティア制度
【事業３１】職場体験

【事業３２】女性の視点を踏まえた防災に関する講演会

【事業３３】男女共同参画週間関連事業
【事業３４】区民への情報誌「アンサンブル」の発行
【事業３５】地域育児相談会
【事業３６】こんにちは赤ちゃん学級
【事業３７】「介護の日」啓発活動
【事業３８】ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発

【事業３９】男女平等に関する苦情申し出制度

【事業４０】配偶者暴力相談支援センター運営
【事業４１】女性相談
【事業４２】中野区ＤＶ防止連絡会
【事業４３】区内公共施設等への「ＤＶ相談先カード」の
　　　　　　設置
【事業４４】職員向け「被害者支援ガイドブック」の発行

【事業４５】学校向けデートＤＶ防止出張講座
【事業４６】ＤＶ被害者に係る個人情報の保護
【事業４７】母子家庭等に対する緊急一時保護

【事業４８】女性への暴力防止に関する講座・展示
【再掲４１】女性相談
【事業４９】犯罪被害者等相談支援
【事業５０】（仮称）総合子どもセンターの設置
【事業５１】中野区安全・安心(防犯）メールによる不審者
　　　　　　情報等の区民等への情報提供

【事業５２】地域団体に対する防犯カメラ等設置費の一部助成

【事業５３】中野就職サポート
【事業５４】入院助産
【事業５５】就学援助
【事業５６】学習支援事業
【事業５７】母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
【事業５８】母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

【事業５９】母子生活支援施設運営
【事業６０】ひとり親家庭ホームヘルプサービス
【事業６１】区営住宅の整備
【事業６２】民間賃貸住宅への住み替え支援

【事業６３】専門相談（人権擁護相談）
【事業６４】申請書・証明書等における性別記載についての
　　　　　　点検
【事業６５】人権教育実践事例集の作成
【事業６６】職員向け人権研修
【事業６７】健康づくり普及啓発事業

【事業６８】自殺対策の推進
【事業６９】薬物乱用防止事業
【事業７０】重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業
【事業７１】子宮頸がん検診
【事業７２】乳がん検診

主な取組
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将来像１ 【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～  

性別に関わりなく、誰もが家庭や職場等において自らの意思で個性や能力を発揮する

ことで、自分らしいライフスタイルを選択し暮らしている。

成果指標 実績 

平成 34年度

（2022年度） 

目標値 

平成 39年度

（2027年度） 

目標値 

「ワーク・ライフ・バランス」

の認知度（言葉も内容も理解） 
出典：区民意識・実態調査

３９．１％

（平成２８年度）
５０％ ５５％

家庭生活における男女の地位

が平等だと思う区民の割合

出典：区民意識・実態調査

３６．６％

（平成２８年度）
４０％ ４５％ 

職場における男女の地位が平

等だと思う区民の割合

出典：区民意識・実態調査

２３．４％

（平成２８年度）
３０％ ３５％ 

区における女性管理職の割合

出典：人事分野調べ

２２．２％

（平成２８年度）
３０％ ３５％ 

女性委員の比率が４割を満た

す審議会等の割合（委員３人

の場合で男女比２対１なら

可）

出典：企画分野調べ

５３．１％

（平成２９年度）
６０％ ６５％ 

区民と区長の対話集会に参加

した女性の人数

出典：企画分野調べ

１７７人

（平成２８年度）
１８５人 １９５人 

将来像２ 【地域社会のあり方】 ～男女がともに参画する地域社会～ 

男女共同参画に関する理解が進んだ「全員参加型社会」において、誰もが地域社会の

あらゆる分野に参画し暮らしている。

成果指標 実績 

平成 34年度

(2022年度) 

目標値 

平成 39年度

(2027年度) 

目標値 

学校教育の場における男女の地

位が平等だと思う区民の割合

出典：区民意識・実態調査

４４．３％

（平成２８年度）
５５％ ６７％ 

７ 指標一覧 
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成果指標 実績 

平成 34年度

(2022年度) 

目標値 

平成 39年度

(2027年度) 

目標値 

地域の活動に参加した区民の

割合

出典：健康福祉に関する意識

調査

２７．１％

（平成２９年度）
４０％ ５５%

「男女共同参画社会」の認知

度（聞いたことがある人の割

合）

出典：区民意識・実態調査

６２．６％

（平成２８年度）
６６．５％ ７０％ 

固定的な性別役割分担意識を

持たない人の割合

出典：男女共同参画意識調査

５９．１％

（平成２８年度）
６５％ ７０％ 

将来像３ 【安全・安心な暮らし】 ～人権が守られる安全・安心な暮らし～  

 誰もが互いの人権を尊重し、あらゆる暴力や差別を受けることなく、心身ともに健康

で安全・安心に暮らしている

成果指標 実績 

平成 34年度

(2022年度) 

目標値 

平成 39年度

(2027年度) 

目標値 

「ＤＶ防止法」の認知度（言

葉も内容も理解）

出典：男女共同参画意識調査

２８．４％

（平成２８年度）
２９％ ３０％ 

「デートＤＶ」の認知度（言

葉も内容も理解）

出典：区民意識・実態調査

３２．９％

（平成２８年度）
３９％ ４５％ 

「セクシュアルハラスメン

ト」の認知度（言葉も内容も

理解）

出典：男女共同参画意識調査

７８．１％

（平成２８年度）
８５％ ９０％ 

児童虐待件数のうち改善され

た割合

出典：子ども家庭支援センタ

ー調べ

３８．５％

（平成２８年度）
６０％ ８０％ 

女性の労働力人口に占める正

規雇用等の割合（２５歳から

４４歳）

出典：国勢調査

７０．０％

（平成２７年度）
７５％ ８０％ 
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成果指標 実績 

平成 34年度

(2022年度) 

目標値 

平成 39年度

(2027年度) 

目標値 

経済的に困窮する女性を対象

とした就労支援を受け就労に

つながった女性の割合

出典：生活援護分野調べ

５８．７％

（平成２８年度）
６２．５％ ６５．０％ 

学校は自他の生命を大切にす

る心（態度）を育てていると

思う保護者の割合

 出典：学校教育に関する保

護者アンケート

小学校 ７８．８％

中学校 ７２．１％

（平成２８年度）

小学校 １００％

中学校 １００％

小学校 １００％

中学校 １００％

区の人権啓発事業に参加し

て、人権意識が深まった人の

割合

出典：企画分野調べ

８６．０％

（平成２９年度）
９０％ ９５％
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第２章 

計画の内容 



【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

○前回の計画では、区民の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の認

知度を平成２２年度（２０１０年度）の２６％から、平成２８年度（２０１６年度）

に３５％へ向上させることを目標に掲げ、これまで男女共同参画週間に関連した講

座やパネル展、ホームページや情報誌（アンサンブル）による情報提供などを中心

とする取組を行ってきました。

○取組の成果として、目標としていた３５％を上回る３９．１％の区民が、ワーク・

ライフ・バランスについて知っています。引き続き、広く区民・区内事業者に対し、

ワーク・ライフ・バランスの認知度を向上させる取組を行います。《区民意識・実

態調査》

○一方、「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」の優先度について、「希望」では男女と

も「仕事と家庭生活をともに優先」が最も高くなっていますが、「現実」では、男

女とも「仕事優先」が最も高くなっており、ワーク・ライフ・バランスについて知

っていても、それを実現することが難しい状況にあります。《男女共同参画意識調査》

○ワーク・ライフ・バランスを図るうえで重要なことは、「保育サービスや介護サー

ビスなど、育児・介護に関する社会的サポートの充実」だと、男性の５１．７％、

女性の６５．８％が考えています。《男女共同参画意識調査》

○併せて、「長時間勤務の見直し（男性の３６．１％）」や、「職場の両立支援制度の

充実（女性の３３．６％）」も欠かせません。《男女共同参画意識調査》

○「家族のサポートや家族の意識改革」が必要と考える男性が８．５％に対し、女性

は２４．６％です。女性がワーク・ライフ・バランスを実現するためには、男性を

含めた家族のサポートや意識改革も必要です。《男女共同参画意識調査》

○国は、平成２９年（２０１７年）３月に「働き方改革実行計画」を策定しました。

計画では、長時間労働を自慢するかのような風潮が蔓延・常識化している現状を変

えることや、柔軟な働き方がしやすい環境を整備すること等により、ワーク・ライ

フ・バランスが確保できるとしています。

将来像１ 

【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～ 

性別に関わりなく、誰もが家庭や職場等において自らの意思で個性や能力を

発揮することで、自分らしいライフスタイルを選択し暮らしている。 

施策の方向性① 

現状と課題 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

○区は、平成２９年（２０１７年）６月に「中野区イクボス宣言」を行いました。職

員の個人としての生き方を仕事に生かすことによって仕事の質が高まり、それが区

民にとっての最大の価値につながる、そのような働き方や組織をつくりあげていく

ことが重要であると考えています。

○結婚・出産・育児・介護・仕事など、その時々のライフステージで、誰もが自らの

意思で個性や能力を発揮することで、自分らしいライフスタイル（人生観・価値観）

を選択できることが、男女共同参画社会の実現につながります。

■「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

■仕事と生活の調和を図るうえで重要なこと

  出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

ｎ=(776)

「
仕

事

」
と

「
家

庭

生

活

」
と

「
地

域

・

個

人

の

生

活

」
を

と

も

に

優

先

分
か
ら
な
い

無
回
答

「
仕
事

」
と

「
家
庭
生
活

」

を
と
も
に
優
先

「
仕

事

」
と

「
地

域

・

個

人

の

生

活

」
を

と

も

に

優

先

「
家

庭

生

活

」
と

「
地

域

・

個

人

の

生

活

」
を

と

も

に

優

先

「
仕
事

」
優
先

「
家
庭
生
活

」
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活

」
優

先

3.4

35.3

21.3

18.2

2.2

1.8

30.9

22.7

4.3

2.3

9.5

4.3

19.6

3.4

4.8

8.0

4.1

4.1

希望

現実

15 

[上段：回答数、下段：割合（%）]

調
査
数

保
育
サ
ー

ビ
ス
や
介
護
サ
ー

ビ
ス

な
ど

、
育
児
・
介
護
に
関
す
る
社

会
的
サ
ポ
ー

ト
の
充
実

長
時
間
勤
務
の
見
直
し

職
場
の
両
立
支
援
制
度
の
充
実

法
律
や
制
度
の
充
実

育
児
・
介
護
休
暇
取
得
に
対
す
る

職
場
の
上
司
・
同
僚
の
理
解
浸
透

個
人
の
意
識
改
革
や
努
力

家
族
の
サ
ポ
ー

ト
や
家
族
の
意
識

改
革

両
立
支
援
制
度
の
利
用
の
促
進

そ
の
他

無
回
答

456 300 131 153 119 132 83 112 77 20 19

100.0 65.8 28.7 33.6 26.1 28.9 18.2 24.6 16.9 4.4 4.2

319 165 115 92 91 77 87 27 59 24 12

100.0 51.7 36.1 28.8 28.5 24.1 27.3 8.5 18.5 7.5 3.8

女性

男性



【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

■中野区イクボス宣言

中野区イクボス宣言

今、個人の暮らしと仕事の両立＝「ワーク・ライフ・バランス」

が求められています。家庭人、また幅広く社会に参加する市民とし

ての生き方と、職業人としての時間とを無理なく両立させることが、

一人の働き手が生涯を通じて生み出す価値を最大にすることにつな

がり、そういう個人が集まることで組織全体としても、最大の成果

を生み出すことができる。そうした働き方へと社会が大きく変わろ

うとしています。中野区においても、職員の個人としての充実した

生き方を仕事に生かすことによって仕事の質が高まり、それが区民

にとっての最大の価値を生み出すことにつながる、そのような働き

方や組織をつくり上げていくことが重要です。

以上の考えを実践するため、私は管理職として、職員の人生とキ

ャリアを全力で応援する「イクボス」となることを、ここに宣言し

ます。

１ 職員が安心して出産やその支援、育児、介護に取り組むことが

できるよう、職場環境を整備します。

２ １を実現するため、情報共有やコミュニケーションを円滑にす

るなど組織力を向上し、チームワークによる業務遂行を進めます。

３ 職員一人ひとりが常に業務改善に努め、超過勤務の縮減や休暇

取得を進める職場環境をつくります。

４ 「ワーク・ライフ・バランス」実現に向け、職員を促すととも

に、「イクボス」自らも率先して実践します。

平成２９年６月
中 野 区 長   田 中 大 輔
中 野 区 副 区 長  川 崎  亨
中 野 区 副 区 長  本 田 武 志
中 野 区 教 育 長  田 辺 裕 子
中野区代表監査委員  竹 内 沖 司
中 野 区 管 理 職 一 同

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

「ワーク・ライフ・バラン

ス」の認知度（言葉も内容

も理解）

３９．１％

（平成２８年度）
５０％ ５５％

家庭生活における男女の地

位が平等だと思う区民の割

合

３６．６％

（平成２８年度）
４０％ ４５％

成果指標と 
目標値 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

１ 中野区イクボス宣言

職員が安心して出産やその支援、育児、介護に

取り組むことが出来るよう職場環境を整備する

こと等を、区長をはじめとした全管理職が宣言。

業務改善や超過勤務の縮減、年休取得に向けて、

職場全体で意識的に取り組みます。 

人事分野

２

ワーク・ライフ・バ

ランス、働き方改革

関連事業

ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の実現

に向けた区民、事業者向け事業を実施します。

事業者向け講座の実施にあたっては、区内経済

団体との共催を図ります。

企画分野

３
中野区ファミリー・

サポート事業

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育

ての援助をしたい方（援助会員）が会員になり、

仕事や急な用事等で子どもの世話ができないと

きに、会員相互が助け合いながら子育てをする

相互援助活動を支援します。保育園の送迎や子

どもの預かり（一般援助活動）、病児預かり等（特

別援助活動）の子育ての相互援助活動に関する

連絡・調整を中野区社会福祉協議会に委託して

実施しています。 

子育て支援

分野

４
子どもショートステ

イ

０歳から１５歳の子どもを養育している保護者

が、入院や出張、親族の看護等の理由により子

どもの養育が一時的に困難な場合、区が委託し

た施設で宿泊を伴った預かりを行います。

子育て支援

分野

５ トワイライトステイ

３歳から１２歳の子どもを養育している保護者

が仕事、病気等の理由により夜間の時間帯にお

いて、一時的に子どもの保育をすることが困難

となり、かつ同居の親族の中に保育する者がい

ない場合に、区が委託した施設で子どもを保育

します。 

子育て支援

分野

６ 家族介護教室

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象

者のいる家族に、介護方法を学ぶことや家族間

の交流を図ることを目的に実施します。

地域ケア分

野

７ 介護予防講演会
介護予防の必要性を広く周知し、認識の向上を

図ることを目的として講演会を実施します。

地域包括ケ

ア推進分野

主な取組 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

○職場における男女の地位の平等感について「平等」と答えた人は、２０歳代で３７．

２％と最も高く、世代が上がるほどに、平等と感じる人の割合が低下する傾向にあ

ります。《区民意識・実態調査》

○全体で「やや男性が優遇」、「男性が優遇」と答えた人は４９．７％であり、「平等」

と答えた２３．４％を大きく上回ります。《区民意識・実態調査》

○「正社員など正規勤めをしている人（管理職・事務・技術・技能系・労務系）」は、

男性５２．０％、女性２４．３％であり、男性の方が正規勤めをしやすく、仕事を

続けやすい社会構造となっています。《男女共同参画意識調査》

○「パート、アルバイトなどの非正規勤めをしている人」は、男性１０．０％、女性

２６．３％であり、女性の方が非正規勤めをしている傾向にあります。《男女共同

参画意識調査》

○家事専業・学生・無職等、収入を伴う仕事をしていない人は、男性１５．４％、女

性３４．０％であり、家事・育児・介護等の無償労働が、依然として女性の役割と

されている傾向にあります。《男女共同参画意識調査》

○女性の就業率を年齢階級別にみると、出産・子育て等のため２５歳～３４歳の比率

が大きく落ち込む形（Ｍ字カーブ）が特徴的ですが、最近３０年間にＭ字カーブの

底は大幅に上昇しており、Ｍ字の状態が解消されつつあります。引き続き、女性が

安心して働くことのできる環境づくりが必要です。《内閣府 男女共同参画白書

平成２９年版》

○女性の就業率が向上している一方、都内事業所の課長以上に占める女性割合は７．

９％に留まっています。また、係長以上の役職に女性が就いていない事業所が全体

の１７．９％にのぼります。《東京都産業労働局 平成２８年度東京都男女雇用平

等参画状況調査》

○国は、第４次男女共同参画基本計画において強調する視点の一つとして、「あらゆ

る分野における女性の活躍」を掲げています。女性の活躍推進のためにも、男性の

働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働慣行等を変革す

るとしています。平成２８年（２０１６年）４月には、女性の採用・登用・能力開

発等のための事業主行動計画の策定を一定の従業員を雇用する事業主に義務付け

る女性活躍推進法が施行されました。

○職場における女性活躍推進に向けて、区は、区内経済団体と連携し、一般事業主行

施策の方向性② 

現状と課題 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

動計画の策定を事業者に呼びかけていく必要があります。

○併せて、保育園の待機児童の解消に向けた取組や、介護の負担軽減に向けた取組等、

安心して働き続けることができる環境を整備することで、職場で自分らしいライフ

スタイルを選択することが現実的に可能な社会を目指さなければなりません。

■職場における男女の地位の平等感

 

■収入を伴う仕事の有無

 

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

[上段：回答数、下段：割合（%）]

調
査
数

自
営
業

正
社
員
な
ど
の
正
規
の
勤
め
人

（
管
理
職
・
事
務
・
技
術
・

技
能
系
・
労
務
系

）

パ
ー

ト

、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の

非
正
規

家
で
仕
事

（
人
に
教
え
る

、

Ｉ
Ｔ
を
利
用
し
た
在
宅
勤
務

、

内
職
な
ど

）

そ
の
他

収
入
を
伴
う
仕
事
を
し
て
い
な

い

（
家
事
専
業
・
学
生
・
無
職

な
ど

）

無
回
答

456 34 111 120 9 17 155 10

100.0 7.5 24.3 26.3 2.0 3.7 34.0 2.2

319 49 166 32 3 12 49 8

100.0 15.4 52.0 10.0 0.9 3.8 15.4 2.5

女性

男性

出典：2016 中野区区民意識・実態調査 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～ 

■中野区における女性の５歳階級別労働人口比率 

    

出典：国勢調査 

 
 
 

 
 
 
 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

８ 
女性の就労・再就職

支援事業 

（公財）東京しごと財団との共催事業。女性の

再就職に必要となるスキルの能力開発と離職ブ

ランクを回復するための職場体験等を支援しま

す。女性の就労・再就職支援を効果的かつ効率

的に実施するため、平成３０年度より、産業振

興センター指定管理者の指定事業として一本化

予定です。 

産業振興分

野 
企画分野(平
成２９年度) 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2017 年度) 

目標値 

職場における男女の地位が

平等だと思う区民の割合 
２３．４％ 

（平成２８年度） 
３０％ ３５％ 

区における女性管理職の割

合 

２２．２％ 
（平成２８年度） 

３０％ ３５％ 

主な取組 

成果指標と 
目標値 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

９

事業所における一般

事業主行動計画策定

の推進

女性活躍推進法で一般事業主行動計画の策定が

義務付けされていない事業所に対しても、行動

計画の策定についてホームページや情報誌（ア

ンサンブル）等の活用や、区内経済団体と連携

により働きかけを行います。

企画分野

１０

区の管理職員におけ

る女性比率向上に向

けた啓発・育成等 

女性職員の昇任に対する不安解消や支援の為、

女性管理職等との意見交換会等を実施します。

併せて、仕事と家庭が両立でき、職員の持てる

能力が十分発揮できるよう、管理職を中心に、

職場全体でサポートできる体制を整備します。 

人事分野

１１ 学童クラブ運営

保護者の就労等の理由により放課後に適切な保

護を受けられない児童が安全安心に過ごせるよ

う見守るとともに、遊びや活動等を通して成長

できるように援助します。

地域活動推

進分野

１２
民間学童クラブ整備

事業

待機児童の解消を図るため、民間学童クラブを

誘致し、整備に係る経費を補助します。

地域活動推

進分野

１３
民間学童クラブ運営

補助

民間学童クラブに対して、運営費の補助を行い、

待機児童の解消を図るとともに、午後８時まで

の延長保育を行うことで、就労と子育ての両立

を支援します。

地域活動推

進分野

１４
認可保育施設の新規

誘致

保育所の待機児童の解消に資する施設整備を図

ることを目的として、認可保育所、認可小規模

保育事業の新規誘致を行います。

また、子ども・子育て支援新制度における地域

型保育事業の一つとして創設された事業所内保

育事業所の開設に対する支援を行います。

保育園・幼稚

園分野

１５
保育士等人材確保事

業

就職説明会来場者への特典付与や区内保育施設

に内定した保育士等への就職準備金の支援を実

施します。また、保育士等の確保のため、事業

者の宿舎借り上げに対して補助を行います。

保育園・幼稚

園分野

再掲

３

中野区ファミリー・

サポート事業

将来像１ 施策の方向性①

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の普及・啓発と働き方改革

子育て支援

分野

再掲

４

子どもショートステ

イ

将来像１ 施策の方向性①

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の普及・啓発と働き方改革

子育て支援

分野
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～ 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

再掲 
５ 

トワイライトステイ 
将来像１ 施策の方向性① 
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の普及・啓発と働き方改革 

子育て支援

分野 

１６ 介護基盤整備 

介護保険制度に基づく地域密着型サービスの整

備及び計画調整、特別養護老人ホーム、通所介

護施設等の施設整備を行います。 

福祉推進分

野 

１７ 
介護人材の確保・育

成支援 

緩和基準サービスの担い手を育成する研修を実

施するとともに、育成された人材と事業者との

雇用マッチングを行います。 

介護保険分

野 

 

22 
 



【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

○「女性活躍推進法」は女性の職業生活における活躍を対象としていますが、自分ら

しいライフスタイルを選択する上では、職業生活のみならず、あらゆる分野での女

性の活躍を目指すことが重要です。

○国は、平成１５年（２００３年）に「社会のあらゆる分野において、２０２０年ま

でに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程度とする」という目

標を掲げています。

○しかしながら、政治の分野での女性参画率は、依然として低い水準にあります。平

成２９年（２０１７年）１月現在の衆議院における女性参画率は、９．３％であり、

これを国際比較すると、調査対象国１９３か国のうち、１６３位となっています。

《内閣府 女性の政治参画マップ２０１７》

○各国における男女格差を図るジェンダー・ギャップ指数の日本の順位は、平成２９

年（２０１７年）では１４４か国中１１４位となり、過去最低を更新しました。《世

界経済フォーラム The Global Gender Report 2017》

○平成２９年（２０１７年）７月現在の中野区議会における女性参画率は、１９．０％

です。

○各種審議会委員など区の政策・方針決定過程への女性参画割合は、年々向上する傾

向にあります。法律・条令で設置している審議会等の女性参画率は３０．４％、要

綱・規則・規程で設置している審議会等の女性参画率は５３．３％です。しかしな

がら、依然として女性の割合が低い審議会等もあり、積極的改善措置（ポジティブ・

アクション）の検討を行う必要があります。

○多様な生き方・働き方があることを前提に、職業生活においても女性が自分らしい

ライフスタイルを選択するために、起業や事業経営等においても個性や能力が発揮

できるように、区として就業環境の整備を進める必要があります。

○地域における多様な主体であるＮＰＯやボランティアなどの活動に対しても、女性

の参画を進める必要があります。この１年に、これらの活動に参加した人の割合は、

男女合わせても６．７％と低い水準にあります。《男女共同参画意識調査》

施策の方向性③ 

現状と課題 
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【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

■この１年間で参加した地域の活動

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

１８
審議会等における女

性参画促進 

政策決定過程の一つである各審議会等におい

て、女性委員の比率を４０％以上とすることを

目標とし、調査を実施します。女性委員の比率

が低い審議会等については、改善を依頼します。 

企画分野 

16.8

14.2

11.0

6.7

2.6

1.0

1.4

62.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80%

町会や自治会の活動

趣味・生涯学習・スポーツ活動・

子育てなどのサークル活動

保護者会やＰＴＡ活動

ＮＰＯ、ボランティアなどの活動

子ども会や青少年の

スポーツ活動などの指導や育成

審議会、委員会などの政策・方針決定や

意思決定にかかわる活動

その他

参加していない

無回答

MT= 920

n = 776

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

女性委員の比率が４割を満

たす審議会等の割合（委員

３人の場合で男女比２対１

なら可）

５３．１％

（平成２９年度）
６０％ ６５％

区民と区長の対話集会に参

加した女性の人数

１７７人

（平成２８年度）
１８５人 １９５人

主な取組 

成果指標と 
目標値 

24 



【仕事と生活】 ～自分らしい生き方と働き方～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

１９
区民と区長の対話集

会

区民と区長が直接対話する機会として、原則と

して月２回、対話集会を実施します。対話集会

で出された意見の反映状況は、区ホームページ

等で公表しています。

企画分野

２０ 起業セミナー 
産業振興センターにおいて起業セミナーを実施

します。 

産業振興分

野 

２１
経営・創業相談・診

断

区内事業者向けの経営相談。創業者及び創業１

年未満の事業者向けの経営相談を実施します。

産業振興分

野

２２ どこでも出張相談 
区内の中小企業者向けに、中小企業診断士によ

る無料の出張経営相談を実施します。 

産業振興分

野 

２３
公益活動団体への助

成 

町会・自治会や任意団体、ＮＰＯ法人等自主的

な公益活動を支援するために、区の政策実現に

貢献する活動について、審査、助成を行います。 

地域活動推

進分野 

２４
町会連合会女性部へ

の講師派遣 

中野区町会連合会女性部地区懇談会に職員等を

講師として派遣します。 

地域活動推

進分野 

２５ 一時保育者登録制度 

乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域

社会における豊かな市民活動を促進するため

に、区及び区民が実施する各種事業等に伴う一

時保育に従事する保育者の登録を実施します。 

子育て支援

分野 

25 



【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

○急速な少子高齢化社会において、活力ある地域社会を形成するためには、誰もが地

域社会においてあらゆる分野で平等であり、社会に参画できることが必要です。

○前回の計画では、区民の「地域団体における女性代表者の割合」を平成２２年度（２

０１０年度）の２２．７％から、平成２８年度（２０１６年度）に２４％へ向上さ

せることを目標に掲げ、これまで地域団体への女性参画啓発等の取組を行ってきま

した。

○しかしながら、平成２８年度（２０１６年度）実績では１７．３％と、地域団体へ

の女性の参画には、依然として大きな課題があります。

○この１年で地域の活動に参加していない区民は、男女あわせて６２．１％にのぼり

ます。その理由として「どのような活動があるか分からない（４９．４％）」、「時

間の余裕がない（４５．６％）」、「参加方法がわからない、きっかけがない（３４．

２％）」といった意見が挙げられています。《男女共同参画意識調査》

○地域団体への女性参画を進めるうえで前提となる、地域の活動そのものに参加しや

すい環境を整備することが必要です。

○男女共同参画社会の実現のためには、家庭教育や保育、学校教育等、子どもの発達

段階に応じて、男女平等意識を定着させていくことが欠かせません。また、子ども

が自らの意思で個性や能力を発揮するための基礎を身に着けるためには、学校にお

けるキャリア教育を充実させることが必要です。

○学校現場における「男の子が先」等の慣行は、例えば男女混合名簿の導入等により、

見直しが進んでいます。

○学校教育の場における男女の地位の平等感について「平等」と答えた人は、２０歳

代で５７．７％、全体で４４．３％であり、これまでの取組が一定の成果を挙げて

いるといえます。《区民意識・実態調査》

将来像２ 

【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～ 

男女共同参画に関する理解が進んだ「全員参加型社会」において、誰もが地

域社会のあらゆる分野に参画し暮らしている。 

施策の方向性① 

現状と課題 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

○東日本大震災等では、被災地の避難所運営に女性が十分に参画できず、避難所生活

における物資調達等でも女性への配慮が十分にはできていなかった課題があり、防

災分野への女性の参画が求められています。

○男女共同参画の視点を防災分野で生かすために必要なこととして「性別に応じてプ

ライバシーを確保するような避難所運営を行うこと（７９．９％）」、「食事作りや、

清掃、子ども・高齢者のケア等の担い手が、片方の性に偏らないようにするなど、

一定の人々への過度な負担が発生しないようにすること（５４．３％）」等が挙げ

られています。《男女共同参画意識調査》

■この１年間で地域活動に参加していない理由

 

49.4

45.6

34.2

24.5

20.5

18.3

7.9

7.3

6.0

0.4

6.8

0.6

0% 20% 40% 60%

どのような活動があるのか分からない

時間の余裕がない

参加方法が分からない、きっかけがない

関心がない、参加したいと思わない

人間関係がわずらわしい

参加したい活動がない

健康に不安がある

経済的余裕がない

子ども、高齢者がいるので出かけにくい

家族の協力、理解が得られない

その他

無回答

MT= 1,068

n = 482

出典：中野区男女共同参加意識調査（平成２８年度） 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

■学校現場における男女の地位の平等感

出典：2016 中野区区民意識・実態調査 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

■男女共同参画の視点を防災分野で生かすために必要なこと

79.9

72.9

54.3

45.9

37.6

37.2

25.6

22.0

1.8

5.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別に応じてプライバシー（更衣、授乳、トイレ、就寝スペースなど）を

確保するような避難所運営を行うこと

災害時要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児等）など、

さまざまな状態の人の視点を取り入れた避難所運営を行うこと

食事作りや、清掃、子ども・高齢者のケア等の担い手が、

片方の性に偏らないようにするなど、一定の人々への

過度な負担が発生しないようにすること

行政が作成する地域防災計画や各種災害対応マニュアルに、

男女双方の視点や、さまざまな立場の人の視点を反映すること

消防職員、消防団員、警察官、自衛官などについて、

防災現場に女性の視点が活かせるよう、

女性職員の採用・登用を進めること

町会や自治会、ボランティア仲間など、

日頃の地域のネットワークを活用した防災活動や

避難所運営を行うこと

委員会や会議など防災分野の政策・方針決定過程へ、

より多くの女性が参画できるようにすること

災害発生時に備え、日頃の地域活動や、

行政の防災に関する講座・イベントの中で、

災害時に指導的役割を担う女性リーダーの育成を行うこと

その他

分からない

無回答

MT= 2,982

n = 776

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

学校教育の場における男女

の地位が平等だと思う区民

の割合

４４．３％

（平成２８年度）
５５％ ６７％

地域の活動に参加した区民

の割合

２７．１％

（平成２９年度）
４０％ ５５％

成果指標と 
目標値 

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～ 

 
 
 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

２６ 
区民活動センター運

営 

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的か

つ主体的な取組を促進するため、地域住民によ

る地域自治の活動拠点として区民活動センター

を設置運営しています。 

地域支援分

野 

２７ 
地域活動コーディネ

ーター養成講座の開

催 

運営委員会が区民活動センターの地域活動支援

業務を円滑に運営・推進できるよう、事務局ス

タッフの確保や人材の育成等の支援を行いま

す。 

地域活動推

進分野 

２８ なかの生涯学習大学 

５５歳から７９歳までの区民を対象に、その豊

かな経験を活かして仲間づくりや地域・社会活

動のスタートができるよう現代社会の課題や地

域の現状を学習する３年間進級制の講座を実施

します。 

文化・スポー

ツ分野 

２９ ハイティーン会議 

中高生世代が、毎日の生活の中で気になってい

ることや疑問に思うことの中からテーマを設

け、ワークショップ形式で会議を進行し、必要

に応じて関係機関への取材を行い、意見を深め

ます。対象者は、中学生から１８歳の区内在住、

在学、在勤者で、ワークショップの結果は、区

民に発表します。 

子育て支援

分野 

３０ 
学校支援ボランティ

ア制度 

子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」

のために、家庭・地域・学校が一体となって地

域ぐるみで子どもを育成し、「地域力」を向上・

強化させていく制度です。 

学校教育分

野 

３１ 職場体験 

中学生に、望ましい社会性、勤労観、職業観を

育成し、自立や社会参加を促す教育を充実して

います。全中学校の第２学年が対象です。 

学校教育分

野 

３２ 
女性の視点を踏まえ

た防災に関する講演

会 

防災における男女共同参画の推進を図るため、

女性の視点を踏まえた避難所運営等について、

職員、地域住民等を対象に講演会を実施します。 

企画分野 
人事分野 
防災分野 

 

主な取組 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

○「男女共同参画社会」について聞いたことがある人は、２０歳代で７７．４％いま

す。引き続き、他の世代も含めて、認知度の底上げにつながる取組を行います。《区

民意識・実態調査》

○社会全体における男女の地位の平等感について「平等」と答えた人は、１４．１％

です。男性（２０．２％）と女性（９．５％）で差があることから、男性が考える

ほど女性は平等感を感じていないことがわかります。《区民意識・実態調査》

○前回の計画では、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という性別役

割分担意識を持たない人の割合について、平成２２年度（２０１０年度）の７４％

から平成２８年度（２０１７年度）に８５％へ向上させることを目標に掲げ、これ

まで講座や展示などを中心とする取組を行ってきました。

○性別役割分担意識について、「反対」、「ほぼ反対」と考える人は５９．１％います。

「賛成」「ほぼ賛成」と考える人（２３．０％）を上回っているものの、目標との

乖離があります。《男女共同参画意識調査》

○性別役割分担意識について「反対」「賛成」のどちらでもなく、「わからない」と考

える人が１６．１％います。男女共同参画の普及啓発を多様な手段を用いて継続的

に実施することで、性別役割分担意識を持つ人に加えて、流動的な考えを持つ人へ

の働きかけを積極的に行っていく必要があります。《男女共同参画意識調査》

○「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等

にかかわらず、すべての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境

を設計することを言います。ユニバーサルデザインの考え方についても普及啓発を

行っていくことで、男女共同参画社会・全員参加型社会の実現を目指す必要があり

ます。

施策の方向性② 

現状と課題 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

■男女共同参画社会の認知度

■ 性別役割分担意識についての区民の考え方

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

（％）

ｎ

分
か
ら
な
い

無
回
答

賛
成

ほ
ぼ
賛
成

反
対

ほ
ぼ
反
対

3.7 19.3 31.4 27.7 16.1 1.7全 体 （776）

《賛成派》23.0% 《反対派》59.1%

出典：2016 中野区区民意識・実態調査 
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【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

３３
男女共同参画週間関

連事業 

内閣府が定める毎年６月の「男女共同参画週間」

に合わせ、男女共同参画の視点による講演会、

パネル展を実施します。 

企画分野 

３４
区民への情報誌「ア

ンサンブル」の発行 

区の男女平等・男女共同参画施策の動きについ

て、定期的に情報誌「アンサンブル」を発行す

ることにより周知を図ります。編集委員は区民

公募によります。 

企画分野 

３５ 地域育児相談会 

医師、助産師、栄養士、歯科衛生士等による子

どもの健康や子育てについての講座を実施しま

す。男性（父親）が参加しやすい事業内容を取

り入れています。

地域ケア分

野 

３６
こんにちは赤ちゃん

学級 

初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊娠中の健

康管理、出産、育児等の講座や沐浴等の実習を

行うとともに、妊婦同士の仲間づくりをすすめ

ています。 

地域ケア分

野

３７
「介護の日」啓発活

動 

「介護の日」にちなみ、介護に対する理解と認

識を深め、介護サービス利用者、家族、介護従

事者等を支援するとともに、地域社会における

支え合いや交流を促進するイベントを開催しま

す。 

介護保険分

野 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

「男女共同参画社会」の認

知度（聞いたことがある人

の割合）

６２．６％

（平成２８年度）
６６．５％ ７０％

固定的な性別役割分担意識

を持たない人の割合

５９．１％

（平成２８年度）
６５％ ７０％

主な取組 

成果指標と 
目標値 

33 



【地域社会のあり方】～男女がともに参画する地域社会～ 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

３８ 
ユニバーサルデザイ

ンの考え方の普及啓

発 

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社

会参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向

上による地域の活性化を実現するため、ユニバ

ーサルデザインの普及啓発を実施します。 
（仮称）中野区ユニバーサルデザイン推進条例、

推進計画を策定します。 

企画分野 

３９ 
男女平等に関する苦

情申出制度 

「男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと」又

は「男女平等社会の形成の促進に関すること」

について、区民又は事業者は、区長に対し、苦

情等の申出をすることができます。 
区長が特に必要であると認めるものについて

は、中野区男女平等専門委員会の助言を求める

ものとします。 

企画分野 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～

○ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）という用語について「内容を知っている」

と答えた人は７８．７％で、「聞いたことはあるが、内容は知らない」と答えた人

（８．１％）を併せると、８６．８％の人が何らかの形でＤＶという用語を見たり

聞いたりしていることがわかります。《区民意識・実態調査》

○しかしながら、ＤＶ防止法の内容を知っている人は２８．４％に留まっており、前

回の計画で目標として掲げていた６５％に達していません。《男女共同参画意識調

査》

○ＤＶを受けた経験については、男女とも「全くない」とした回答が多いものの、「大

声で怒鳴られた」「何を言っても長時間無視し続けられた」「人格を傷つけられるよ

うなことを言われた」といった経験を何度もしている人もいます。《男女共同参画

意識調査》

○ＤＶを受けたことがある人の多くは、誰かに打ち明けたり、相談したりしていませ

ん。《男女共同参画意識調査》

○相談しなかった人の４７．５％は、「相談するほどのことではないと思ったから」

としています。「誰に相談してよいか分からなかったから」という人も１１．８％

います。《男女共同参画意識調査》

○区では、平成２５年度（２０１３年度）に配偶者暴力相談支援センターを設置し、

女性相談や緊急一時保護等の取組を行っています。

○ＤＶは周囲が気付きにくく、被害者に自覚がないまま被害が深刻化・長期化したり、

子どもの前でＤＶ被害が発生している場合は、児童虐待につながったりすることが

あります。ＤＶを早期相談・発見できる体制を充実していくことが必要です。

○ＤＶ被害者等の支援にあたっては、区と関係機関が相互に連携を図りながら、被害

者の安全な生活を確保し、自立支援に向けた取組を行っていくことが必要です。

将来像３ 

【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

誰もが互いの人権を尊重し、あらゆる暴力や差別を受けることなく、心身と

もに健康で安全・安心に暮らしている。 

施策の方向性① 

現状と課題 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～

○交際相手からの暴力（デートＤＶ）について、国の調査によれば、女性の約５人に

１人（１９．１％）が経験しています。《内閣府 男女間における暴力に関する調

査（平成２６年度）》

○デートＤＶについて、「自分には全く関係ないことだと思う」と考える区内中学２

年生の割合は、男子が６１．２％、女子が４５．６％です。男子は、女子に比べデ

ートＤＶを身近に感じていない傾向があります。《男女共同参画意識調査》

○子どもたちを将来のＤＶ被害者・加害者にしないために、ＤＶ、デートＤＶ根絶に

向けた継続的な取組が必要です。

■ＤＶ防止法の認知度

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

■ＤＶを受けた経験

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度）

ｎ

無
回
答

言
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だ
け
知

っ
て
い
る

内
容
も
知

っ
て
い
る

言
葉
も
内
容
も
知
ら
な
い

50.5 28.4 18.7 2.4全 体 （776）
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1.8
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5.2

2.1

0.1

5.0

3.0

7.1

5.5

5.3

16.5

9.0

5.5

1.5

6.6

1.9

82.6

85.1

84.8

67.0

77.8

84.5

90.3

80.9

87.1

7.5

7.6

7.6

7.5

8.0

7.9

8.0

7.5

8.0

なぐったり、けったり、物を投げつけたり、

突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴力を受けた

あなたもしくはあなたの家族に危害を加えられるのでは

ないかと恐怖を感じるような脅迫を受けた

嫌がっているのに性的な行為を強要された

大声で怒鳴られた

何を言っても長時間無視し続けられた

交友関係や電話・メールを細かく監視された

見たくないのに、アダルトビデオや

ポルノ雑誌を見せられた

「だれのおかげで、お前は食べていられるんだ」

などと、人格を傷つけられるようなことを言われた

生活費を渡されなかった



【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 ■ＤＶを相談しなかった・できなかった理由 

  

出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度） 
 
 ■デートＤＶへの関心（中学２年生） 

 
出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度） 

 
 
 
 
 
 
 

47.5

15.0

13.9

11.8

8.9

8.9

8.2

4.6

1.4

1.4

23.2

5.4

0% 20% 40% 60%

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

誰に相談してよいか分からなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから、

世間体が悪いと思ったから

自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思ったから

相談する人がいなかったから、

相談できるところがなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談したことが分かると、仕返しや、

もっとひどい暴力を受けると思ったから

子どもに危害がおよぶと思ったから

その他

無回答

MT= 421

n = 280
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無
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思
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全体 （950）

女子 （445）

男子 （492）

（ ％
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

４０
配偶者暴力相談支援

センター運営 

女性に関する相談、カウンセリング、情報提供、

緊急一時保護、生活保護の対応等の自立支援を

一貫して行います。 

配偶者暴力

相談支援セ

ンター 

４１ 女性相談 

女性の様々な悩みの相談を受け、その解決のた

めの助言・指導を実施します。夫の暴力等によ

り緊急避難を求めてくる女性・母子に対しては、

その生命・身体の安全と精神の安定を図るため、

一時的に施設で保護します。 

配偶者暴力

相談支援セ

ンター 

４２
中野区ＤＶ防止連絡

会 

ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のための関係

機関の連携協力）の趣旨に則り連絡会を実施し

ています。区、医師会、歯科医師会、警察、Ｎ

ＰＯ団体が構成員となり、区、関係機関及び関

係団体の相互連携、ＤＶ防止及び被害者支援の

推進、情報交換等を行います。 

企画分野 

４３

区内公共施設等への

「ＤＶ相談先カー

ド」の設置 

ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談先カード

を、区内公共施設、医師会、歯科医師会等に配

布します。相談先カードは、加害者の目に触れ

ない場所への設置を依頼しています。 

企画分野 

４４

職員向け「被害者支

援ガイドブック」の

発行 

被害者支援における各分野・関係機関の役割、

二次被害の防止策等について職員向けガイドブ

ックにまとめ、被害者支援担当窓口等に配備し

ます。 

企画分野 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

「ＤＶ防止法」の認知度（言

葉も内容も理解）

２８．４％

（平成２８年度）
２９％ ３０％

「デートＤＶ」の認知度（言

葉も内容も理解）

３２．９％

（平成２８年度）
３９％ ４５％

主な取組 

成果指標と 
目標値 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

４５
学校向けデートＤＶ

防止出張講座 

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間

関係等について考え、自他を尊重する意識を学

ぶ講座を実施します。交際相手からの暴力（デ

ートＤＶ）根絶の契機とします。 

企画分野 

４６
ＤＶ被害者に係る個

人情報の保護 

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措

置対象者について、加害者等による住民票等の

閲覧、証明の発行を制限します。 

証明書等を

発行する各

分野 

４７
母子家庭等に対する

緊急一時保護 

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子

及び女子を一時的に保護します。 

子育て支援

分野 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 
 
 
 
 
 
○女性に対する暴力は、ＤＶ・デートＤＶに限らず、性犯罪、売買春、セクシュアル

ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、パワー

ハラスメント、ストーカー行為、虐待などが挙げられます。 
 
○最近では、「アダルトビデオ出演への強要問題」や「ＪＫビジネス問題」が顕在化

しており、これらをきっかけとする女性への性的な被害を防止する取組が求められ

ています。 
 
○国の調査によれば、モデル・アイドル等の勧誘等により契約をした人（１９７人）

のうち、契約後、契約時に聞いていない、あるいは同意していない性的な行為等の

写真や動画の撮影に応じるよう求められたことがある人が全体で２６．９％（５３

人）います。《内閣府 若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのイン

ターネット調査（平成２９年）》 
 
○近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、平成２９年（２

０１７年）に、刑法が改正され、性犯罪の規定が厳罰化されました。 
 
○児童虐待には、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待があります。警察

が加害者を検挙した事案における被害児童の状況をみると、男児は、身体的虐待に

よる被害が突出しています（９４．２％）が、女児では身体的虐待（６４．２％）

に加え、性的虐待（３０．１％）に遭う可能性が高い傾向にあります。《平成２９

年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議》 
 
○平成２８年度（２０１６年度）に全国の児童相談所が対応した児童虐待の件数は、

１２万件を超え、過去最多を更新しました。児童虐待相談件数が大幅に増加した自

治体からの聞き取りによると、心理的虐待が増加した要因として、子どもの前で親

が配偶者等にＤＶを行う「面前ＤＶ」について、警察からの通告が増加したこと等

が挙げられています。《厚生労働省 まとめ（速報値）》 
 
○女性に対する犯罪の根絶により安全な暮らしを実現することは、男女が個性や能力

を発揮するための社会基盤として欠かすことができません。 
 
 
 
 
 
 

施策の方向性② 

  

現状と課題 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 

 
 
 
 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

４８ 
女性への暴力防止に

関する講座・展示 

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１

２日～２５日）に関連した事業を展開します。

区民向けの講座・パネル展示等を通じて、配偶

者等からの暴力やセクシュアルハラスメント

等、女性への暴力被害の実情に触れるとともに、

暴力防止の為の知識・技術や被害者の支援、通

報制度等について正しく理解する契機としま

す。 

企画分野 

再掲 
４１ 

女性相談 
将来像３ 施策の方向性① 
配偶者等からの暴力（ＤＶ）、デートＤＶの根絶 

配偶者暴力

相談支援セ

ンター 

４９ 
犯罪被害者等相談支

援 

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進

し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、

相談・支援窓口を平成２０年（２００８年）４

月に開設しました。 
平成２３年（２０１１年）６月には、犯罪被害

者等が早く平穏な生活を取り戻せるよう家事援

助等の支援を行う犯罪被害者等緊急生活サポー

ト事業を開始しました（中野区社会福祉協議会

に委託）。 

福祉推進分

野 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

「セクシュアルハラスメン

ト」の認知度（言葉も内容

も理解） 

７８．１％ 
（平成２８年度） 

８５％ ９０％ 

児童虐待件数のうち改善さ

れた割合 
３８．５％ 

（平成２８年度） 
６０％ ８０％ 

主な取組 

成果指標と 
目標値 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

５０ 
（仮称）総合子ども

センターの設置 

平成３２年度（２０２０年度）に整備を予定し

ている第十・第三中学校統合新校に併設する複

合施設に（仮称）総合子どもセンターを設置し

ます。センターには、現行の子ども家庭支援セ

ンターと教育センター（教育相談機能）を一体

化した機能を導入するとともに、児童相談所の

機能を備えるものとします。 

子育て支援

分野 

５１ 

中野区安全・安心（防

犯）メールによる不

審者情報等の区民等

への情報提供 

区内で発生した犯罪情報や不審者情報等を速や

かに情報提供することで、地域の防犯意識を高

め犯罪の抑止につなげます。 

生活・交通安

全分野 

５２ 
地域団体に対する防

犯カメラ等設置費の

一部助成 

地域内の犯罪の抑止力を高め、区民が安心して

生活を送ることが出来るよう、商店街等に対し

防犯カメラ設置等の経費の一部を助成します。 

生活・交通安

全分野 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 
 
 
 
 
 
○区内の女性の就労率は、生産年齢人口（１５歳～６４歳）で５７．９％、８４歳ま

で含めると５７．２％です。《総務省 平成２７年国勢調査》 
 
○高齢化の進展や非正規雇用の拡大、ひとり親世帯の増加等により生活の困窮に陥り

やすい女性に対して、セーフティネットの機能として、生活における貧困等の困難

に対応するとともに、貧困等を防止する取組が必要です。 
 
○経済的に厳しい状況に置かれた家庭で育つ１７歳以下の子ども割合を示す「子ども

の貧困率」は、熊本県を除く全国平均で１３．９％にのぼります。《厚生労働省 平

成２８年国民生活基礎調査》 
 
○子どもの貧困は、世代を超えて親から子へと連鎖する傾向にあります。この貧困の

連鎖を断ち切るためにも、生活困窮世帯の子どもへの教育支援等、切れ目のない支

援を行わなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の方向性③ 

  

現状と課題 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 

 
 
 
 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

５３ 中野就職サポート 

区と東京労働局・ハローワーク新宿が、実施体

制、連携方法等一体的な業務運営の事項を定め

た協定を締結。生活困窮者等に対し、就職支援

ナビゲーターによる職業相談、職業あっ旋・支

援プランの作成、求人端末による求人情報の提

供等による支援を実施します。 

生活援護分

野 

５４ 入院助産 

妊産婦が保健上必要であるのにもかかわらず経

済的理由により入院して分娩することが出来な

い場合に、指定の助産施設に入所させる制度で

す（児童福祉法第２２条）。 

子育て支援

分野 

５５ 就学援助 

経済的理由によって義務教育を受けることが困

難と認められる児童・生徒の保護者に対して、

給食費・学用品費等学校教育に必要な経費の援

助を行います。 
特別支援学級に在籍または通級している児童・

生徒の保護者についても特別支援学級就学奨励

費の制度を設けています。 

学校教育分

野 

５６ 学習支援事業 

生活困窮世帯の小・中学生に学習支援を行いま

す。小学生は学習の仕方を身に付け、学習習慣

の定着を図るとともに、中学生は受験対策とし

ての学習指導により高校への進学を目指しま

す。また、保護者には学習方法のアドバイスや

受験についての情報提供等を行います。 

生活援護分

野 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

女性の労働力人口に占める

正規雇用等の割合（２５歳

から４４歳） 

７０．０％ 
（平成２７年） 

７５％ ８０％ 

経済的に困窮する女性を対

象とした就労支援を受け就

労につながった女性の割合 

５８．７％ 
（平成２８年） 

６２．５％ ６５％ 

主な取組 

成果指標と 
目標値 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

５７ 
母子家庭等自立支援

教育訓練給付金事業 

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につな

がる能力開発のために教育訓練指定講座を受講

した場合、教育訓練給付金を支給し、自立を支

援します。 

子育て支援

分野 

５８ 
母子家庭等高等職業

訓練促進給付金等事

業 

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結び

つきやすい資格を取得するため、養成機関にお

いて修業する場合、高等職業訓練給付金等を支

給することで、修業期間中の経済的負担の軽減

と、資格取得後の経済的自立を促進します。 

子育て支援

分野 

５９ 
母子生活支援施設運

営 

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を

抱える１８歳未満の子どもを養育している母子

世帯に対し、専用の施設で養育支援や家庭運営

支援、就労支援等将来の自立に向けた支援を行

います。 

子育て支援

分野 

６０ 
ひとり親家庭ホーム

ヘルプサービス 

ひとり親家庭が様々なサービスを活用し社会の

一員として安心・安全に、かつ自立した生活を

営み、子どもが健全に成長できるよう支援しま

す。小学生以下等の子どもを養育しているひと

り親家庭の保護者や子どもが病気等で家事や育

児に支障がある場合、ホームヘルパーを派遣し

ます。 

子育て支援

分野 

６１ 区営住宅の整備 

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備

し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低

廉な家賃で賃貸することにより、区民生活の安

定と社会福祉の増進に寄与します。 

住宅政策分

野 

６２ 
民間賃貸住宅への住

み替え支援 

区内の民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯等

が区内の他の民間賃貸住宅に転居する場合に、

その住み替え住宅の相談及び斡旋をすること

で、ひとり親世帯等の生活の安定と福祉の増進

を図ります。 

住宅政策分

野 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 
 
 
 
 
 
○基本的人権の尊重は、日本国憲法が保障する権利です。 
 
○平成７年（１９９５年）に北京で開催された第４回世界女性会議においては、女性

の権利の実現等を目指す「北京宣言」及び「行動綱領」が示され、２０年後の平成

２７年（２０１５年）には「北京＋２０」としてこれまでの取組状況に関するレビ

ューが行われています。 
 
○誰もが自分らしいライフスタイルを選択し、あらゆる分野に参画し、安全・安心に

暮らすためには、互いを尊重し、認め合い、差別や偏見のない社会であることが必

要です。 
 
○学校教育の場で特に力を入れる必要があることとして「多様性を認め合うこと」が

全体の４４．７％と最も高く、次いで「友人とのかかわりあい方」が１９．３％、

「自分を大切にする気持ち（自尊心）を育ませる」が１１．３％と続きます。《男

女共同参画意識調査》 
 
○関心のある人権問題としては「高齢者に関する事」が４７．７％と最も高く、次い

で「子どもに関する事」が４４．１％、「女性に関する事」が３２．８％、「障害者

に関する事」が３２．６％、「インターネットを悪用した人権侵害」が２９．５％

と続きます。《区民意識・実態調査》 
 
○インターネットの普及に伴い、ＳＮＳ等を利用した誹謗中傷等、子どもが加害者や

被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案が発生しています。 
 
○男女が互いの身体的性差等を十分に理解し合うことも、男女共同参画社会の形成に

あたっての前提となります。誰もが、心身の健康についての正確な知識・情報を得

ることができるよう取組を進めるとともに、性的指向や性自認の多様性についても

十分に理解できるよう取組を進める必要があります。 
 
○女性は、妊娠や出産をする可能性があることもあり、ライフサイクルを通じて男性

と異なる健康上の問題に直面します。「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と

生殖に関する健康と権利）」に関する意識を広く浸透させ、女性の生涯を通じた健

康を支援する取組を行う必要があります。 
 
 
 
 
 

施策の方向性④ 

  

現状と課題 
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 ■学校教育の場で特に力を入れること 

 
出典：中野区男女共同参画意識調査（平成２８年度） 

 
■関心のある人権問題 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｎ

友
人
と
の
か
か
わ
り

あ
い
方

多
様
性
を
認
め
合
う

こ
と

自
分
を
大
切
に
す
る

気
持
ち

（
自
尊
心

）

を
育
ま
せ
る

教
員
の
教
育
体
制
の

構
築

遊
ぶ
こ
と

性
教
育

（
正
し
い
知

識
と
対
応
方
法
に
つ

い
て
な
ど

）

教
育
委
員
・
校
長
な

ど
大
事
な
こ
と
を
決

め
る
と
こ
ろ
に
女
性

を
増
や
す

そ
の
他

無
回
答

44.7 11.3 6.6 19.3 2.2

1.0

1.8
4.9 8.1全体 （776）

出典：2016 中野区区民意識・実態調査 

47 
 



【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

 
 

 
 
 
 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

６３ 
専門相談（人権擁護

相談） 

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ

等人権侵害に関することについて、毎月第１火

曜日に専門相談を実施します。 
法務省から委嘱された中野地区の人権擁護委員

が相談員を担当します。 

企画分野 
区民サービ

ス分野 

６４ 
申請書・証明書等に

おける性別記載につ

いての点検 

性自認を理由とする偏見や差別を無くし、男女

共同参画社会の実現に資するため、各分野で使

用する申請書・証明書における性別記載の必要

性について点検を実施します。 

企画分野 

６５ 
人権教育実践事例集

の作成 

学校における人権教育のより一層の充実を図る

ために実践事例集を作成します。 
各学校は、この資料を活用し人権教育の全体計

画や年間計画を作成するとともに、教育環境の

整備を図り、人権教育を通して組織的に心の教

育の充実を図ります。 

学校教育分

野 

６６ 職員向け人権研修 
同和問題、性的指向・性自認を理由とする偏見

や差別等、様々な人権課題について、職員向け

の研修を実施します。 

人事分野 
企画分野 

６７ 
健康づくり普及啓発

事業 

区が設置する「中野区民の健康づくりを推進す

る会」を中心に各種団体と事業連携し、健康づ

くり普及啓発事業を実施。５月の世界禁煙デー

や１月の健康づくり月間に合わせた事業を展開

します。 

健康推進分

野 

成果指標 実績 
平成 34 年度(2022 年度) 

目標値 

平成 39 年度(2027 年度) 

目標値 

学校は自他の生命を大切に

する心（態度）を育ててい

ると思う保護者の割合 

小学校 ７８．８％ 
中学校 ７２．１％ 
（平成２８年度） 

小学校 １００％ 
中学校 １００％ 

小学校 １００％ 
中学校 １００％ 

区の人権啓発事業に参加し

て、人権意識が深まった人

の割合 

８６．０％ 
（平成２９年度） 

９０％ ９５％ 

主な取組 

成果指標と 
目標値 
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【安全・安心な暮らし】～人権が守られる安全・安心な暮らし～ 

事業 

番号 
事業名 事業概要 所管分野 

６８ 自殺対策の推進 

自殺に関する正しい知識の普及啓発や、様々な

問題に対応するための相談窓口の周知、ゲート

キーパー養成研修等を実施します。 

保健予防分

野 

６９ 薬物乱用防止事業 

東京都薬物乱用防止推進地区協議会の活動支援

を通じて、大麻、危険ドラッグ等の薬物乱用を

防止するための普及啓発を実施します。 

生活環境分

野 

７０ 
重症心身障害児（者）

等在宅レスパイト事

業 

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症

心身障害児（者）等に対し、訪問看護師が自宅

に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケア

を行うことで、家族の一時休息（レスパイト）

やリフレッシュを図ります。 

障害福祉分

野 

７１ 子宮頸がん検診 

子宮頸がんを早期発見し、早期治療につなげる

ため、２０歳以上の女性を対象に子宮頸がん検

診を隔年検診として実施します。 

健康推進分

野 

７２ 乳がん検診 

乳がんを早期発見し、早期治療につなげるため、

４０歳以上の女性を対象に視触診検査及び乳房

Ｘ線検査（マンモグラフィ検査）を隔年検診と

して実施します。 

健康推進分

野 
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資料編 中野区男女平等基本条例 

 
 
 

 

（平成 14年 3月 29 日条例第 11号） 

 

私たちは、基本的人権が保障され、性別にとらわれず一人ひとりがかけがえのない生命と人生をも

った人間として尊重される社会の実現を願っている。 

中野区は、これまで、男女平等に関して、国際社会や国内の動きをいち早く受け止め、先駆的な取

組を推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお社会には、性別に

よる固定的な役割分担意識やそれに基づく制度や慣行が存在し、男女平等の達成にはさらなる努力が

求められている。 

本格的な少子高齢社会を迎え、家族形態の多様化など社会の急速な変化に対応し、私たちのまち中

野が、豊かで活力のあるまちとして発展していくためには、女性も男性も性別にかかわりなくその個

性と能力を十分に発揮し、ともに社会に参画して責任を分かち合うことが重要である。 

中野のまちのすべての人が、平等にいきいきと暮らし、男女がともに参画してつくる男女平等社会

を実現するため、ここに、この条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女平等社会の形成に関し、基本理念を定め、中野区(以下「区」という。)、

区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的事項を定め、もって男女平等社会を実現することを目的とする。 

(基本理念) 

第 2 条 男女平等社会を形成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。 

(1) すべての人が、個人として尊重され、性別による差別的な取扱いを受けず、その個性と能力

を発揮する機会が確保されること。 

(2) 社会の制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識の影響を受けず中立的であり、男

女の社会における活動の選択の自由を制約しないこと。 

(3) 男女が、あらゆる領域における活動の方針の立案及び決定の過程に参画する機会が確保され

ること。 

(4) 男女が、相互の協力と社会の支援のもとに子の養育、家族の介護その他の家庭生活における

責任を果たし、家庭生活における活動と社会生活における活動とを両立すること。 

(区の責務) 

第3条 区は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、男女平等社会の形成の

促進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 

2 区は、男女平等社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するにあたって

は、基本理念に沿うよう配慮するものとする。 

3 区は、男女が等しく区の施策の策定及び実施の過程に参画する機会の確保を図るため、附属機関

その他区の施策を策定し、又は実施するために設置された会議等の構成員の性別に偏りが生じない

ように積極的に努めるものとする。 

4 区は、区民及び事業者が行う男女平等社会の形成に向けた活動の支援に努めるものとする。 

(区民の責務) 

第4条 区民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野の活動

において男女平等社会の形成に向けて取り組むよう努めるものとする。 

2 区民は、男女平等社会の形成の促進に関して、区に協力するよう努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女平等社会の形成に向けて取り組

むよう努めるものとする。 

2 事業者は、男女平等社会の形成の促進に関して、区に協力するよう努めるものとする。 

(性別による差別的取扱い等の禁止) 

第6条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。 

2 何人も、あらゆる場において、他の者を不快にさせる性的な言動をし、又はその言動によって生

活環境を害し、若しくはその言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為を行っては

中野区男女平等基本条例 
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ならない。 

3 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはな

らない。 

 

第 2 章 施策の総合的かつ効果的な推進 

(基本計画) 

第 7 条 区は、男女平等社会の形成に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、総

合的に推進するものとする。 

2 区は、基本計画を策定するにあたっては、区民及び事業者の意見を反映することができるよう適

切な措置をとるものとする。 

第 8 条 削除 

(調査研究) 

第 9 条 区は、社会の制度又は慣行が男女平等社会の形成に及ぼす影響等の男女平等社会の形成に関

し必要な調査研究に努めるものとする。 

(普及・広報活動) 

第 10 条 区は、基本理念に関する区民及び事業者の理解を促進するために必要な普及・広報活動に

努めるものとする。 

 

第 3 章 苦情等の申出 

(苦情等の申出) 

第 11 条 区民及び事業者は、男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと又は男女平等社会の形成の促

進に関することについて、区長に対し苦情等の申出(以下「申出」という。)をすることができる。 

(申出への対応) 

第 12条 区長は、申出に対し、男女平等社会の形成の促進に資するよう適切に対応するものとする。 

2 区長は、申出のうち特に必要があると認めるものについては、次条に規定する中野区男女平等専

門委員会の助言を求めるものとする。 

 

第 4 章 中野区男女平等専門委員会 

(設置) 

第 13 条 申出への対応のため、区長の求めに応じ必要な助言を行う区長の附属機関として、中野区

男女平等専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第 14条 委員会は、第 12条第 2 項の規定により、区長が助言を求めた申出について審議し、その対

応に必要な助言を行うものとする。 

(委員) 

第 15条 委員会の委員は、3 人以内とし、学識経験者のうちから区長が委嘱する。 

2 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 

第 5 章 雑則 

(委任) 

第 16条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

附則 

この条例は、平成 14年 4月 1 日から施行する。ただし、第 3 章及び第 4章の規定は、同年 10月 1日

から施行する。 

 

附則(平成 24 年 12 月 25 日条例第 35号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
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(平成１１年６月２３日法律第７８号) 

最終改正：平成１１年１２月２２日法律第１６０号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向か

って国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並

びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(男女の人権の尊重) 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される

ことを旨として、行われなければならない。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

(国際的協調) 

男女共同参画社会基本法 
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第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに

かんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基

本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含

む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

(国民の責務) 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

(法制上の措置等) 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

(男女共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)

を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

(都道府県男女共同参画計画等) 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。)を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女

共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

(国民の理解を深めるための措置) 
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第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別によ

る差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合

における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

(調査研究) 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう

に努めるものとする。 

(国際的協調のための措置) 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るた

めに必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

(設置) 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

(組織) 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

(議長) 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

(議員) 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

(議員の任期) 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

(資料提出の要求等) 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外 
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の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

(政令への委任) 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

附則抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

(男女共同参画審議会設置法の廃止) 

第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。 

(経過措置) 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第

一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会

となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審

議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審

議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律

の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規

定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

 

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規

定 公布の日 

(委員等の任期に関する経過措置) 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

(別に定める経過措置) 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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（平成２７年９月４日法律第６４号） 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)

の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並び

に国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の

策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性

の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な

少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関す

る事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力

と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生

活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原

則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努める

とともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」

という。)を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
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ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(都道府県推進計画等) 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定

めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計

画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において

「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)

を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労

働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般

事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 
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７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」とい

う。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定め

る表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

(委託募集の特例等) 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業主

団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を

行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の

特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当す

るものに限る。)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に

基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適

合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条

の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八

条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよう

とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ

るのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被 
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用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十

二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする

一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相

談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特

定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用い

て定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に

関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表) 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を

定期的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

(職業指導等の措置等) 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創 
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業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(財政上の措置等) 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又

は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優

良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 

(啓発活動) 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと

する。 

(協議会) 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及

び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第十八条

第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係

る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域

において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるように

するため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

(秘密保持義務) 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(協議会の定める事項) 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

第五章 雑則 
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(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規

定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

(権限の委任) 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

(政令への委任) 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停

止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。 

 

附則抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八

条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月

一日から施行する。 

(この法律の失効) 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定

(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

(政令への委任) 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

(検討) 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 

63 
 



資料編 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 
 
 

 

（平成１３年４月１３日法律第３１号） 

最終改正：平成２６年４月２３日法律第２８号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場

合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶

しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

(定義) 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

(基本方針) 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。)を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

(都道府県基本計画等) 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」

という。)を定めなければならない。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
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２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために 

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

(配偶者暴力相談支援センター) 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。 

三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

(婦人相談員による相談等) 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

(婦人保護施設における保護) 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

(配偶者からの暴力の発見者による通報等) 

第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

 

65 
 



資料編 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等) 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

(警察官による被害の防止) 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二

十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定

めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止

するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(警察本部長等の援助) 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受

けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

(福祉事務所による自立支援) 

第八条の三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において

「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十

二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他

の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

(被害者の保護のための関係機関の連携協力) 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

 (苦情の適切かつ迅速な処理) 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

(保護命令) 

第十条 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限る。以

下この章において同じ。)が配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶

者からの更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体

に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)により、配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対す

る脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)により、その生命又は

身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同

じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配 
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偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知

り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子(以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がそ

の同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があ

ると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日

までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所にお

いて当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。)の同

意(当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意)

がある場合に限り、することができる。 

(管轄裁判所) 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

(保護命令の申立て) 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと

認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子 
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に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書

面で公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付し

なければならない。 

(迅速な裁判) 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

(保護命令事件の審理の方法) 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

(保護命令の申立てについての決定等) 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター(当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター)の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

(即時抗告) 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 
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６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 

(保護命令の取消し) 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後に

おいて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申

立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

(第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て) 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定に

よる命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から

転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効

力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができな

いことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限

り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に

著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

(事件の記録の閲覧等) 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。 

(法務事務官による宣誓認証) 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人

がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその

支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。)の認証を行わせることができる。 

(民事訴訟法の準用) 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。 

(最高裁判所規則) 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 

 

第五章 雑則 

(職務関係者による配慮等) 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項にお

いて「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれて 
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いる環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

(教育及び啓発) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

(調査研究の推進等) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

(民間の団体に対する援助) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(都道府県及び市の支弁) 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次号に

掲げる費用を除く。) 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委

託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

(国の負担及び補助) 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

 (この法律の準用) 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関

係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの

暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者(第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力を受けた者をいう。以

下同じ。) 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に

規定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項

まで、第十一条第二項第

二号、第十二条第一項第

一号から第四号まで及び

第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した

場合 
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定による

ものを含む。次条において同じ。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十条 第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用する第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚

偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附則抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六

条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。)、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行す

る。 

(経過措置) 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立て

に係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

(検討) 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則(平成一六年六月二日法律第六四号) 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

(経過措置) 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律(次項において「旧法」という。)第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律

による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。)第

十条第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週

間」とする。 

(検討) 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則(平成一九年七月一一日法律第一一三号)抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

(経過措置) 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。 

 

附則(平成二五年七月三日法律第七二号)抄 

(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

 

附則(平成二六年四月二三日法律第二八号)抄 
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(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規

定 平成二十六年十月一日 
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